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仲
裁
法
案
（
閣
法
第
一
〇
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
社
会
の
複
雑
化
・
多
様
化
、
国
際
化
等
が
一
層
進
展
す
る
中
で
、
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
段
の
拡
充
・
活
性

化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
仲
裁
を
よ
り
利
用
し
や
す
く
実
効
的
な
制
度
と
す
る
見
地
か
ら
、
仲
裁
地
が
日

本
国
内
に
あ
る
仲
裁
手
続
及
び
仲
裁
手
続
に
関
し
て
裁
判
所
が
行
う
手
続
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
標
準
に
則
っ
て
定
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
仲
裁
合
意
関
係

１

紛
争
を
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
す
る
旨
の
仲
裁
合
意
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
を
、
当
事
者
が
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
民
事
上
の
紛
争
（
離
婚
又
は
離
縁
の
紛
争
を
除
く

）
に
限
定
す
る
。

。

２

仲
裁
合
意
は
、
当
事
者
の
全
部
が
署
名
し
た
文
書
等
の
書
面
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
で
送
信
さ
れ
た
も
の
を
含
む

）
。

又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
メ
ー
ル
等
）
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

仲
裁
合
意
の
対
象
と
な
る
民
事
上
の
紛
争
に
つ
い
て
は
訴
え
の
提
起
が
で
き
ず
、
こ
れ
に
反
し
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た

と
き
は
、
裁
判
所
は
、
被
告
の
申
立
て
に
よ
り
、
訴
え
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
、
仲
裁
手
続
関
係

１

仲
裁
人
の
数
、
仲
裁
手
続
の
準
則
、
仲
裁
地
等
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
が
合
意
に
よ
り
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

仲
裁
人
の
数
に
つ
い
て
当
事
者
の
合
意
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
の
数
が
二
人
の
と
き
は
仲
裁
人
の
数
を
三
人

と
し
、
当
事
者
の
数
が
三
人
以
上
の
と
き
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
裁
判
所
が
仲
裁
人
の
数
を
定
め
る
。

３

仲
裁
手
続
の
準
則
に
つ
い
て
当
事
者
の
合
意
が
な
い
と
き
は
、
仲
裁
廷
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
仲
裁
手
続
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

仲
裁
地
に
つ
い
て
当
事
者
の
合
意
が
な
い
と
き
は
、
仲
裁
廷
が
当
事
者
の
利
便
等
を
考
慮
し
て
仲
裁
地
を
定
め
る
。

５

仲
裁
手
続
に
お
け
る
請
求
に
よ
り
、
時
効
中
断
の
効
力
が
生
じ
る
。

６

仲
裁
廷
は
、
当
事
者
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
事
者
に
証
拠
の
提
出
又
は
意
見
の
陳
述
を
さ
せ
る
た

め
、
口
頭
審
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

仲
裁
廷
又
は
仲
裁
廷
の
同
意
を
得
た
当
事
者
は
、
当
事
者
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
裁
判
所
に
対
し
、

民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
等
の
証
拠
調
べ
の
実
施
を
求
め
る
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
仲
裁
判
断
関
係



１

仲
裁
判
断
を
す
る
に
は
、
仲
裁
判
断
書
を
作
成
し
、
仲
裁
人
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仲
裁
判
断
書
の
裁
判
所

へ
の
預
置
制
度
は
廃
止
す
る
。

２

仲
裁
判
断
の
内
容
が
日
本
に
お
け
る
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
こ
と
等
の
所
定
の
事
由
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
仲
裁
判
断
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
は
、
所
定
の
事
由
の
い

ず
れ
か
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
仲
裁
判
断
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

仲
裁
判
断
は
、
そ
の
内
容
が
日
本
に
お
け
る
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
こ
と
等
の
所
定
の
事
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

４

仲
裁
判
断
に
基
づ
い
て
民
事
執
行
を
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
執
行
決
定
を
求
め
る
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
は
、
３
に
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
申
立
て
を
却
下
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
成
立
し
た
仲
裁
合
意
に
関
す
る
特
例



消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
将
来
に
お
い
て
生
ず
る
民
事
上
の
紛
争
を
対
象
と
す
る
仲
裁
合
意
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律

の
施
行
後
に
成
立
し
た
も
の
に
関
し
て
は
、
当
分
の
間
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

①

消
費
者
は
、
仲
裁
申
立
人
と
な
っ
た
場
合
を
除
き
、
仲
裁
合
意
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

事
業
者
が
仲
裁
申
立
人
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
者
は
、
仲
裁
廷
が
構
成
さ
れ
た
後
遅
滞
な
く
、
口
頭

審
理
の
実
施
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

仲
裁
廷
は
、
消
費
者
で
あ
る
当
事
者
に
対
し
、
口
頭
審
理
の
日
時
及
び
場
所
、
仲
裁
判
断
が
確
定
判
決
と
同
一
の
効

力
を
有
す
る
こ
と
、
消
費
者
の
仲
裁
合
意
解
除
権
及
び
口
頭
審
理
に
出
頭
し
な
い
場
合
に
は
仲
裁
合
意
を
解
除
し
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
等
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
す
る
方
法
に
よ
り
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

個
別
労
働
関
係
紛
争
を
対
象
と
す
る
仲
裁
合
意
に
関
す
る
特
例

将
来
に
お
い
て
生
ず
る
個
別
労
働
関
係
紛
争
を
対
象
と
す
る
仲
裁
合
意
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
成
立
し
た

も
の
に
関
し
て
は
、
当
分
の
間
、
無
効
と
す
る
。


